
第３節　障害者差別解消法施行に向けての取組状況について
（１）　対応要領・対応指針に関する取組
　平成28年４月の障害者差別解消法の円滑な施行に向けて、国の行政機関
の長及び独立行政法人等は、職員の取組に資するための対応要領を、また、
主務大臣は、事業者の取組に資するための対応指針を、本基本方針に即し
て作成することになる。作成後は、障害者差別解消法、基本方針と併せて、
広く国民に周知していく予定である。

（２）　障害者差別解消支援地域協議会に関する取組
　障害者差別解消法では任意の組織とされている「障害者差別解消支援地
域協議会」（以下「協議会」という。）は、地域の事情に応じて対応がなさ
れるものであることから、平成25年度から、内閣府の「障害者差別解消支
援地域協議会在り方検討会」（以下「在り方検討会」という。）において、
設置を促進するための取組（「障害者差別解消支援地域協議会体制整備事
業」。以下「体制整備事業」という。）を進めている。
　具体的には、平成25年度に「障害者差別解消支援地域協議会体制整備事
業の実施に係る同協議会の設置・運営暫定指針」を整備し、平成26年度か
ら、障害者差別解消に関する条例を既に制定又は制定に向けた取組を進め
ている地方公共団体と協力して、障害者差別の解消に資する取組を実施し、
在り方検討会において、その効果や影響を検証し、設置・運営マニュアル
（指針）等の作成に向けて取り組んでいる。
　平成26年度は、岩手県、千葉県、さいたま市、浦安市の４地方公共団体
の協力の下、各地域においてモデル会議を開催し、前年度に整備した暫定
指針を踏まえ、「地方障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会」を
組織し、相談体制の整備や機関連携の課題等、障害者差別の解消の推進に
資する取組に関する協議を実施した。
　また、体制整備事業の「中間報告会」を、モデル会議を開催している各
地方公共団体において開催し、協議内容を、当該地方公共団体の障害者差
別の解消の推進を担う関係機関と共有するとともに、「最終報告会」を３
月に開催し、全国の地方公共団体及び関係団体に対してモデル会議の成果
を報告した。これにより、各地方公共団体の区域における協議会の迅速な
設置及び円滑な運営に資することが期待される。
　平成27年度も、更に参加する地方公共団体を増やし、継続して行うこと
を予定しており、上半期を目途に設置・運営マニュアル（指針）等を取り
まとめることを予定している。

（３）　障害者差別解消法の啓発活動
　障害者差別の解消を効果的に推進するためには、国民各層の関心を高め、
その理解と協力の下に進めることが重要であることから、法第15条におい
て、国及び地方公共団体において、必要な啓発活動を行うこととされてい
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る。
　内閣府においては、法施行に先立ち、平成25年度以降、啓発活動を実施
している。具体的には、本法の趣旨や内容について広く周知を図るための
リーフレットの作成や共生社会地域フォーラムを開催している。
ア　周知リーフレットの配布
　障害者差別解消法の内容を国民各層へ幅広く周知するため、周知リーフ
レットを作成、配布した。また、法の概要を知的障害のある人などにも分
かりやすく伝えることを目的として、難しい言葉を分かりやすくしたほか、
イラストや図を用いた「わかりやすい版」も作成、配布した。
※リーフレット等は内閣府ホームページ参照。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
イ　障害を理由とする差別の解消に向けた地域フォーラム等の開催
　障害者差別解消法の施行に向けて、地方公共団体との連携の下、地域の
障害のある人や関係者の意見を広く聴取し、障害者差別解消法の円滑な施
行に資するとともに、各地域における障害者差別の解消に向けた取組の促
進と気運の醸成を目的として「地域フォーラム」等を開催した。

趣旨・目的

組織・運営のイメージ

障害者差別解消支援地域協議会

地方公共団体の機関

NPO法人 事業者A 事業者B

担当部局 福祉事務所○○局

学識経験者

××支部
保健所

国の機関
（地方支分部局等）

１号構成員 ２号構成員 ３号構成員

△△事務所

17条２項の
構成員

　障害者が行政機関に対して差別に関する相談等を行うに当たり、どの機関がどのような権限を有しているかは必
ずしも明らかではなく、また、相談等を受ける機関としても、当該機関だけでは対応できない可能性。
　このため、国及び地方公共団体の機関において、障害者差別解消支援地域協議会を組織することで、地域におい
て障害を理由とする差別に関する相談や紛争の防止・解決等を推進するためのネットワークを構築。
　これにより、いわゆる「たらいまわし」が生じない体制の構築や地域全体での相談・紛争解決機能の向上が図ら
れることを期待。
　※ 法律上、協議会の設置は各地方公共団体の判断となっており、必置とはされていない。

　協議会においては、①必要な情報の交換、②障害者からの相談及び相談事例を踏まえた差別解消のための取組に
関する協議、を行う。各構成機関等は、協議の結果に基づき、当該相談事例を踏まえ、差別解消のための取組を実
施。
　協議会の構成は、地域の実情等を踏まえ、各協議会において判断。また、協議会の庶務は、協議会を構成する地
方公共団体において処理。
　※ 協議会は必ずしも条例設置である必要はない。

■図表３　障害者差別解消支援地域協議会について
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（主な内容）
・�障害者政策委員会委員による基調講演（障害者差別解消法基本方針案に
ついて）
・�開催地から推薦された障害のある人等を交えたパネルディスカッション
＊�なお、平成26年度の浦安市、さいたま市、岩手県、東京都については、
障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業報告会として開催（千葉県
と浦安市合同の中間報告会、さいたま市の中間報告会、岩手県の中間報
告会、全体の最終報告会）。

○平成26年度

開催時期 平成27年１月から平成27年３月まで

開 催 地 浦安市、さいたま市、鹿児島県、名古屋市、岩手県、茨城県、山梨県、東京都（※開
催順）の全国８か所

○平成25年度

開催時期 平成25年12月から平成26年３月まで

開 催 地 沖縄県、千葉県、長崎県、愛媛県、広島県、仙台市、北海道、新潟市、静岡市、大阪
府（※開催順）の全国10か所

■図表４　�「障害を理由とする差別の解消に向けた地域フォーラム」等開催
実績
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